
山形市景観計画の変更について 
 

１ 計画変更の目的 
  山形市では、景観法に基づく「山形市景観計画」を策定し、良好な景観の形成のための基本

方針を定めるとともに、地域特性に応じた景観形成方針や基準を定め、より一層特色ある景観
まちづくりを推進しています。 

  現在、山形市では産業の活性化と魅力ある雇用機会の創出のため、（仮称）山形北インター
産業団地開発事業を進めており、令和８年度の分譲開始を目指して、実施設計や各種法定手続
きを進めています。 

  山形市景観計画における（仮称）山形北インター産業団地の予定区域については、景観類型
を『果樹・田園景観』に分類し、伝統や地域特性を生かした集落全体の景観形成を推進してお
りますが、今後は、周囲の田園や果樹園の景観と調和する工業・産業団地として景観形成を進
めていく必要があります。 

  以上のことから、当該予定区域の景観類型について、土地利用の性質等を鑑みた見直しを行
い、今後の土地の利用実態に合わせた景観誘導を行っていくものです。 

 
２ 山形市景観計画における景観類型 
  山形市景観計画では、山形市全域を景観計画区域とし、地域ごとの景観特性や課題に応じて

９つの景観類型と２つの景観重点地区を設定し、それぞれの地域特性に応じた景観形成基準
を設けています。 

  それぞれのエリアの届出対象規模以上の建築行為や開発行為などを行う際は、工事着手前
に届出等の手続きを行っていただき、景観形成基準へ適合するよう景観誘導を行っています。 

景観類型 届出対象規模（建築物の例） 
自然ゾーン 山岳自然景観 ［高  さ］１５ｍ超 

［建築面積］１，０００㎡超 
［外観の変更］外観の１面当たりの面積の２分の 
      １を超える外観の変更 

 山麓自然景観 
 谷地自然景観 
田園ゾーン 果樹・田園景観 
 田園内産業景観 
市街地ゾーン 沿道商業景観 
 市街地住宅景観 
 中心市街地景観 ［高  さ］１５ｍ超 

［建築面積］５００㎡超 
［外観の変更］外観の１面当たりの面積の２分の 
      １を超える外観の変更 

 伝統市街地景観 

景観重点地区 山寺景観重点地区 ［新  築］すべて 
［増改築、移転］床面積１０㎡超 
［外観の変更］外観の１面当たりの面積の２分の 
      １を超える外観の変更 
［そ の 他］景観形成に強く影響を及ぼす行為 

 蔵王温泉景観重点地区 

資料１ 
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３ 変更内容 
  （仮称）山形北インター産業団地の予定区域について、土地利用の性質等を鑑み、山形市景

観計画の景観類型を『果樹・田園景観』から『田園内産業景観』に変更するものです。 
 
 ■区域図                   ■区域拡大図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ■面積 
  約２２．４ｈａ 
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【参考】山形市景観計画 １２ページ・１３ページ 抜粋 
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【参考】山形市景観計画 ２２ページ・２３ページ 抜粋 
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